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経済産業省より、６月１日付で火薬類取締法施行規則の一部を改正するとともに、火薬類取

締法施行規則の機能性基準の運用についてを廃止し、新たに制定した旨の連絡がありました。 

火薬庫における軽微な変更の工事の追加、保安検査の基準日の見直し等、火薬類販売業者に 

とって関係の深い内容が多いことから、会員各位にご覧頂くようお願い致します。 

 具体的な内容については、別添４を参照願います。 
                                                        

令和８年６月１日 

一般社団法人日本火薬銃砲商組合連合会会長 殿 

経済産業省大臣官房技術総括・保安審議官 

産業保安行政につきまして、日頃より御理解、御協力を賜り厚く御礼申し上げます。  

 今般、火薬類取締法施行規則の一部を改正するとともに、火薬類取締法施行規則の機能性基 

準の運用についてを廃止し、新たに制定しましたのでお知らせします。 

１．概要 

 第１８回火薬小委員会の審議を踏まえ、火薬類取締法施行規則（以下「施行規則」とす 

 る。）において認められている軽微な変更の工事について、保安上支障のない工事等である

ことが確認できるものを追加するとともに、「令和７年の地方からの提案等に関する対処方 

 針」（令和７年１２月２３日閣議決定）を踏まえ、施行規則に規定されている保安検査の実 

施時期について、前回の保安検査の日から 1年（土堤等は３年）を経過した日を基準日と 

し、その前後 1ヶ月以内に保安検査を受け、又は自ら行った場合には、基準日に受けたとみ 

なすための措置等を講ずるため、施行規則の一部を改正しました。 

  加えて、施行規則の改正に伴い、火薬類取締法施行規則関係例示基準の改正が必要となる 

ことから、火薬類取締法施行規則の機能性基準の運用について（２０２１０２１５保局第１ 

号）を廃止し、新たに火薬類取締法施行規則の機能性基準の運用についてを制定しました。 

２．スケジュール 

 令和８年６月１日 公布・施行 

３．関連 URL 

https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2026/06/20260601.html 

 

貴会におかれましては、適宜会員の皆様に御周知いただきますよう、よろしくお願いいたし

ます。 
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